
１．指定概要

【総合評価】

２．評価結果
評価項目及び評価のポイント

【R6年度 指定管理者評価部会の意見】

①指定管理2社を比較すると人件費が別大興産より高い結果となっている。各社の適切な支出かどうかを判断するコスト評価の基準を設定されたい。

②2社のコスト比較を行うために、それぞれの事業報告書の統一や決算資料の科目統一ができないか検討されたい。

・指定管理者制度導入後、高い徴収率を保っているため、施設所管課はそのノウハウを蓄積する
ことで、指定管理者が変わっても対応できるようにする必要がある。

・通信運搬費等の見直しにより経費削減に結び付いた費用を修繕費に追加させることで、住宅の
供給及び入居率向上につなげてほしい。

・高齢者もインターネットから情報を得ているので、デジタルでの情報発信を検討されたい。

・施設所管課は、指定管理２者のコストの違いについて比較・分析を十分に行い、適正なる運営
を継続してほしい。

・住宅課においては事務の引継ぎ体制を確立する。また、指定管理者においては、基本協定書第
４４条に基づき、事務マニュアル等を新たな指定管理者へ引き継ぐことで現在のノウハウを継承
することが可能な状態を確保するように指定管理者へ要請している。
・入居率の向上は重要な課題と認識し、より多くの修繕費の確保に向けて、さらなる経費の見直
しに努める。

・大分市HPのみならず、指定管理者のHPでも市営住宅に関する情報発信は行っており、最新の情
報を提供できるように、綿密な情報連携に努める。

・２者それぞれのコストについて、詳細な情報をもとに適切な指定管理料となるように精査して
いきたい。

現年度過年度合わせた徴収率は97.76％となり、前5年間と比較して最高徴収率となっていることから、指定管理者の着実な努力がうかがえる。また、入居者からのアンケートでも
満足度が高く、これまでの経験により蓄積されたノウハウを活かし、入居者からの要望や苦情に対し、迅速かつ的確に対応できる体制となっていることも評価できる。

【前年度の大分市行政評価・行政改革推進委員会における指定管理者制度導入施設に対する主な意見等】

【今後の対応】

現年収納率の目標指標（98.5％）の確保はもちろんのこと、現年99％以上及び前年度以上の収納率の確保に向け収納強化を図るよう要請するとともに、滞納者へは分割納付など
個々の生活状況に応じた納付相談に対応することで、滞納額の増加を防ぎ、未収金の減少が図られるよう監督・指導を行っていく。また、今後も苦情や要望に対し、迅速かつ的確
な対応に努めるよう要請し、さらなるサービスの向上を目指す。さらに、修繕費の効率的な運用を図り、募集住戸を増やすなど入居率向上への取組を強化したい。

主な意見等 市の対応状況

④施設の管理運営（指定管理業務）に係る収支の内容に不適切な点はないか。

⑤管理物件の修繕や日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されていたか。

⑥事故発生時や非常災害時において適切な対応が取れる体制を確保しているか。

【実績】
〇法令等に違反する行為は見受けられておらず、関係法令の遵守に努めている。
〇個人情報保護に関する研修を実施する、個人情報を持ち出す際は使用目的・持ち出し時間等がわかるよう記録するなど適切な対応がとられている。
〇偏った対応は認められておらず、市民に対する平等な対応をしていることが伺える。
〇他の公営住宅や民間賃貸住宅の管理も手掛けており、安定的な経営が行われている。
〇事故等に対し迅速な対応ができるよう安全管理・危機管理マニュアルを策定し、緊急連絡体制を確立している。

【所見】

③地域や関係団体等との連携や協働が図られたか。

【実績】
〇職員の配置や勤務体制は良好であり、問題は認められない。
〇市営住宅管理業務研修等の独自で行っている研修に加えて、大分市で行っている人権・同和問題研修や、リスクマネジメント研修、コンプライアンス研修等にも参加している。
〇自治会や周辺住民からの要望にも対応しており、地域協働に積極的である。さらに、必要な場合には関係団体との連携を行い、迅速な問題解決に努めている。

（２）法令遵守、平等利用、安全対策、危機管理体制など

①関係法令（地方自治法、労働関係法令、通則条例、設置条例等）の遵守等に遺漏はないか。

②施設の利用者の個人情報を保護するための対策が適切に実施されているか。

③市民の公平かつ平等な利用が確保されているか。

①収入を増加させるための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

【実績】
〇住宅使用料の滞納者に対し、文書、電話、住宅訪問による催告及び呼び出しによる納付指導がなされ、納付指導に応じない場合は、連帯保証人への納付指導依頼等を行っている。ま
た、対象者選定補助業務など、法的措置に関しても本市と密に連携して早期回収を図り、適切に取り組んでいる。その結果、現年徴収率は、99.88％となり、目標の98.50％を上回る高水
準となっている。現年度過年度合わせた徴収率は97.76％となり、前5年間と比較しても最高である。

３　公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組

（１）施設の管理運営の実施状況

①事業計画等に基づく適切な人員配置や勤務体制となっているか。

②従事者への教育・研修は、適切に行われているか。

（１）経費の低減等

①施設の管理運営において経費の縮減が図られているか。

②清掃、警備、設備の保守点検等の業務について再委託が行われた場合、それらが適切な水準で行われ、経費が最小限となるよう工夫がなされたか。

③経費の効果的・効率的な執行がなされたか。

【実績】
〇制度導入1年目（H23）と比較すると、人件費・事務費等管理運営費において縮減がなされている。
〇保守点検業務や修繕工事など、入札や見積の実施により、管理運営費の削減に努めている。

（２）収入の増加

①利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られていると言えるか。

②サービスの質や量は向上しているか。

③利用者の苦情や要望、意見を把握し、その対応を行っているか。

④利用者への情報提供が十分になされたか。

【実績】
〇利用者アンケートの結果、利用者の満足度「普通以上92％以上」という目標を達成し（92.71％）、利用者の満足度が高いことが認められる。
　なお、アンケートは郵送配布し、回収は郵送又は持参としている。サンプル数は911件のうち、有効回答817件である。
〇前年度の利用者アンケートにおいて、利用者の満足度は93.59％が普通以上の回答であったのに対して、今年度は92.71％となっている。前年度より0.88％満足度が低いという結果と
なった。
〇満足度低下の要因としては、アンケート内の要望では、高齢化による訪問介護及びヘルパー等のための設備の充実（駐車場など）、修繕対応時の説明不足の改善を求める意見が多かっ
た。これらの要望に対して、指定管理者が対応可能な範囲内において適切に対応するように努める必要がある。
〇団地内で行われるものについては、事前に管理人を通じて文書の回覧等を行い、入居者全体に連絡をするようにしており、事務連絡の遺漏がないように効率的な手段を確立している。

２　効率性の向上等に関する取組

（１）施設の設置目的の達成

①施設の特色を生かし、施設の効用を高めるための取組がなされているか。

②施設の設置目的に応じた効果的な広報など情報発信がなされているか。

③施設の利用者の増加や利便性を高めるための取組がなされ、その効果があったか。

【実績】
〇定期巡回等により、事故やトラブルの未然防止等に努めている。さらに、利用者からの施設の修繕に関する相談への対応も高く評価できる。
参考：アンケート調査において、修繕に関する相談をした際の対応について満足度89.08％、修繕の対応の迅速さについて満足度94.40％以上が「普通以上」と回答している。
〇ホームページで市営住宅の情報の発信を行うことにより、幅広く広報がなされている。また、ホームページは可能な限り最新の状態に更新できるように心がけており、情報を漏れなく
市民に伝えることができている。
〇掲示物や設置物等の要望には、可能な限り対応しており、入居者の施設内での生活の利便性向上を目指して数多くの取組を実行している。

（２）利用者の満足度
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１　施設の設置目的の達成（有効性の向上）に関する取組

▲ 41247 3278

利⽤者満⾜度（％）
満足 やや満足

配置職員数（人）
直営時⼜は導⼊1年目 令和5年度

44.96 12.82

84,247 39,722 39,722 39,722 43,000 43,000

管理運営経費の削減額（直営⽐較時）　（単位︓千円）

直営時

管理運営経費( b )

前指定期間

最終年度R3年(c )
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度(a)

直営時(初年度)⽐較
( a ) － ( b )

前指定期間比較
( a ) － ( c ）

22年度⽐

①－②

R4年度⽐

①－③

97.98 99.97 99.99 99.96 99.95 99.88 1.90 ▲ 0.07

22年度②

(直営時)
R1年度 R2年度 R3年度 R4年度③ R5年度①

指定期間 令和4年4月1日 ～ 令和9年3月31日（ 5 年間） 導入年度 平成 23 年度

家賃収納率（現年）　（単位︓％）
R5年度

目標④
98.50

達成率

①／④
101%

指定管理業務の内容

①入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務
②入居者の指導及び管理に関する業務
③家賃及び駐車場使用料の収納に関する業務
④市営住宅及び共同施設の維持管理並びに修繕に関する業務
⑤その他、市長が特に必要と認める業務

料金体系
（家賃）公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額
（駐車場使用料）大分市営住宅等駐車場の管理に関する要領に規定する方法により算出した額

利用料金制 未導入 選定方法 任意指定

指定管理者

名称 大分県住宅供給公社（2,773戸）

代表者名 大分県住宅供給公社　理事長　渡辺　文雄

所在地 大分市城崎町2丁目3番32号

令和６年度　指定管理者の管理運営に対する評価シート

所管課 住宅課

評価対象期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

施設種別 基盤施設

施設概要

名称 市営住宅（一部）

所在地 大分市大津町二丁目6番地　他

設置目的
国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を設備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸
し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

施設の建築年
（又は事業開始年）

所見評価用


